
（１９）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５）【発行日】平成２９年４月２４日（２０１７．４．２４）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）

（１１）【登録番号】意匠登録第１５７４９２９号（Ｄ１５７４９２９）

（２４）【登録日】平成２９年３月２４日（２０１７．３．２４）

（５４）【意匠に係る物品】電子計算機用操作器

【本意匠の意匠登録番号】意匠登録第１５７４７９６号（Ｄ１５７４７９６）

【本意匠に係る他の関連意匠の意匠登録番号】意匠登録第１５７４９２８号（Ｄ１５７４９２８）、意匠登録第

１５７４９３０号（Ｄ１５７４９３０）、意匠登録第１５７４９２７号（Ｄ１５７４９２７）

（５２）【意匠分類】Ｈ７−７９２

（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１０）Ｃｌ．１４−０２

（２１）【出願番号】意願２０１６−１８３９５（Ｄ２０１６−１８３９５）

（２２）【出願日】平成２８年８月３０日（２０１６．８．３０）

（７２）【創作者】

【氏名】江原　唯

【住所又は居所】京都府京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地１　任天堂株式会社内

（７２）【創作者】

【氏名】善利　優子

【住所又は居所】京都府京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地１　任天堂株式会社内

（７２）【創作者】

【氏名】宮武　惇一郎

【住所又は居所】京都府京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地１　任天堂株式会社内

（７２）【創作者】

【氏名】赤間　哲也

【住所又は居所】京都府京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地１　任天堂株式会社内

（７２）【創作者】

【氏名】土屋　人詩

【住所又は居所】京都府京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地１　任天堂株式会社内

（７３）【意匠権者】

【識別番号】０００２３３７７８

【氏名又は名称】任天堂株式会社

【住所又は居所】京都府京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地１

（７４）【代理人】

【識別番号】１００１１２８９６

【弁理士】

【氏名又は名称】松井　宏記

（７４）【代理人】

【識別番号】１００２０１８９１

【弁理士】

【氏名又は名称】宗助　智左子

（７４）【代理人】

【識別番号】１００１３０２６９

【弁理士】

【氏名又は名称】石原　盛規

【審査官】木村　智加　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、ゲーム等を行うことができる電子計算機用の操作器である。本物

品は、他の操作器とともに電子計算機本体に接続されて一体として持って使用することもできるし、本物品およ

び他の操作器を本体から分離して、操作器を横にして持ち、本体を立てて、本体のモニターを見ながら各操作器

でゲーム操作等を行うこともできる。

【図面】



(2) 意匠登録１５７４９２９

【斜視図１】

【斜視図２】



(3) 意匠登録１５７４９２９

【正面図】



(4) 意匠登録１５７４９２９

【背面図】

【平面図】



(5) 意匠登録１５７４９２９

【底面図】



(6) 意匠登録１５７４９２９

【右側面図】

【左側面図】



(7) 意匠登録１５７４９２９

【各部説明付参考斜視図】



(8) 意匠登録１５７４９２９

【本体に取り付けた状態の参考正面図】


